
提

出

者

長

妻

昭

平
成
十
五
年
六
月
十
三
日
提
出

質

問

第

一

〇

二

号

国
家
公
務
員
の
懲
戒
処
分
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書
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国
家
公
務
員
の
懲
戒
処
分
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

一

先
に
頂
い
た
答
弁
書
に
つ
い
て
お
尋
ね
す
る
。
先
の
質
問
主
意
書
で
は
、
未
だ
公
表
さ
れ
て
い
な
い
処
分
に
つ
い
て
お
教

え
願
い
た
い
と
質
問
し
た
が
、
情
報
公
開
法
に
基
づ
く
開
示
が
あ
れ
ば
公
表
と
解
釈
し
て
答
弁
が
あ
っ
た
。
政
府
は
、
情
報

公
開
法
に
基
づ
く
開
示
だ
け
で
も
公
表
と
考
え
る
の
か
否
か
。

先
の
質
問
に
お
け
る
公
表
と
は
マ
ス
コ
ミ
発
表
の
意
味
で
あ
る
が
、
こ
の
意
味
で
再
度
、
未
公
表
の
処
分
す
べ
て
に
つ
い

て
お
示
し
願
い
た
い
（
先
に
答
弁
頂
い
た
事
例
は
除
く
）
。

二

過
去
五
年
間
、
マ
ス
コ
ミ
未
公
表
処
分
の
う
ち
、
防
衛
庁
、
郵
政
事
業
庁
を
除
く
処
分
事
例
に
つ
い
て
、
処
分
の
対
象
と

な
っ
た
行
為
の
詳
細
内
容
と
法
令
違
反
の
有
無
を
府
省
名
、
処
分
発
令
日
、
被
処
分
者
の
職
名
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
お
示

し
願
い
た
い
。

例
え
ば
、
公
務
外
非
行
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
行
為
で
法
令
に
反
し
て
い
た
の
か
否
か
、
交
通
法
規
違
反
と
は
具
体

的
に
ど
の
よ
う
な
違
反
で
、
損
害
の
発
生
も
伴
っ
た
の
か
否
か
、
職
務
専
念
義
務
違
反
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
行
為
が

あ
っ
た
の
か
、
許
認
可
業
務
の
不
適
正
処
理
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
行
為
で
そ
れ
は
法
令
に
違
反
す
る
の
か
否
か
、
無

届
兼
業
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
兼
業
行
為
を
し
た
の
か
、
旅
費
の
不
適
正
受
給
と
は
ど
の
よ
う
な
行
為
で
不
適
正
の
金

一



額
は
い
く
ら
だ
っ
た
の
か
法
令
違
反
な
の
か
否
か
、
関
係
業
者
か
ら
の
借
財
と
は
具
体
的
に
ど
の
業
者
（
社
名
）
か
ら
ど
の

よ
う
な
（
価
格
）
物
を
借
財
し
て
そ
れ
は
法
令
違
反
な
の
か
否
か
、
供
応
受
領
と
は
ど
の
業
者
（
社
名
）
か
ら
ど
の
よ
う
な

（
価
格
）
供
応
を
受
け
、
そ
れ
は
法
令
違
反
な
の
か
否
か
、
書
類
紛
失
と
は
、
ど
の
よ
う
な
書
類
で
そ
れ
は
法
令
違
反
か
否

か
、
倫
理
法
違
反
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
行
為
が
あ
っ
た
の
か
等
々
、
具
体
的
に
お
示
し
願
い
た
い
。

三

直
近
一
年
間
（
平
成
十
五
年
六
月
十
七
日
ま
で
）
の
懲
戒
処
分
す
べ
て
を
、
処
分
の
種
類
、
勤
務
す
る
府
省
庁
等
名
、
勤

務
地
、
職
名
、
処
分
年
月
日
、
マ
ス
コ
ミ
に
公
表
し
た
か
否
か
、
マ
ス
コ
ミ
公
表
し
て
い
な
い
場
合
は
し
な
か
っ
た
理
由
、

処
分
理
由
、
処
分
の
対
象
と
な
っ
た
行
為
の
詳
細
内
容
（
一
と
同
じ
考
え
方
）
、
法
令
違
反
の
有
無
、
を
そ
れ
ぞ
れ
お
示
し

願
い
た
い
。

四

直
近
五
年
間
で
、
本
来
マ
ス
コ
ミ
公
表
す
べ
き
処
分
を
マ
ス
コ
ミ
公
表
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
ケ
ー
ス
す
べ
て
を
、

処
分
の
種
類
、
勤
務
す
る
府
省
庁
等
名
、
勤
務
地
、
職
名
、
処
分
年
月
日
、
当
時
マ
ス
コ
ミ
公
表
し
な
か
っ
た
理
由
、
処
分

理
由
、
処
分
の
対
象
と
な
っ
た
行
為
の
詳
細
内
容
を
お
示
し
願
い
た
い
。

五

先
の
答
弁
書
で
「
人
事
院
は
各
府
省
等
が
懲
戒
処
分
の
公
表
を
判
断
す
る
際
の
参
考
に
供
す
る
た
め
の
指
針
に
つ
い
て
検

討
す
る
」
と
し
て
い
る
。
い
つ
ま
で
に
、
誰
が
責
任
者
と
な
っ
て
、
概
略
ど
の
よ
う
な
指
針
を
作
る
の
か
。
お
示
し
願
い
た

二



い
。

右
質
問
す
る
。

三


